
第 665 回兵庫地方最低賃金審議会 

 

開催日時：令和５年 10 月３日（火）13:30～ 

場所：兵庫労働局 16 階 第３共用会議室 

 

 

次   第 

 

１ 開 会 

 

２  議 題 

（１） 特定最低賃金の改正の必要性の有無の審議について 

（２） 特定最低賃金の金額改正の審議等について 

（３） その他 

 

３ 閉 会 

 

 



日本基幹産業労働組合連合会兵庫県本部 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野労働組合

事務局長 執行委員長

関西ペイント労働組合　中央書記長 日本基幹産業労働組合連合会兵庫県本部 

事務局長

関西ペイント㈱尼崎事業所 川崎重工業㈱
事務グループ次長 人事本部労政部労政課長

日本基幹産業労働組合連合会兵庫県本部 

事務局長

日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所
労働・購買部長

いすゞ自動車近畿労働組合書記長

日本基幹産業労働組合連合会兵庫県本部 兵庫三菱自動車販売労働組合　
事務局次長 書記長

*：令和５年度新規担当委員、◇：本審委員、　◎：部会長、　○：部会長代理

東　健一郎 ㈱神戸マツダ　執行役員CHRO

東田　貴敏 ㈱松田ポンプ製作所　常務取締役 今井　晋生 兵庫トヨタ自動車㈱　代表取締役専務
使
用
者

＊ 下岡　隆 ㈱神鋼環境ソリューション 人事労政部長

使
用
者

◇ 松下　田佳子 川上塗料㈱　取締役経理本部長 ◇

林　　秀彦 JAM山陽 副書記長
◇
＊

森田　直樹

倉本　信二

日本労働組合総連合会　兵庫県連合会
副事務局長

◇ 岩﨑　和人 JAM山陽 書記長
労
働
者

＊ 篠崎　翔

坂元　隆一 二宮　　惇

◇
◎

桜間　裕章 ㈱神戸新聞社　元論説委員長
◇
＊
◎

坂本　知可 神戸花くま法律事務所　弁護士
公
益

◇
〇

梅野　巨利 大阪商業大学総合経営学部  教授

三上　喜美男 ㈱神戸新聞社　論説顧問
は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業
等

公
益

〇 上林　憲雄 神戸大学大学院 経営学研究科 教授

自
動
車
小
売
業

高階　利徳 兵庫県立大学　国際商経学部　教授

労
働
者

◇ 𠮷川　和宏
山陽特殊製鋼㈱ 人事・労政部
プロスタッフ主査

苗村　康夫 ㈱岡崎製作所　常務取締役管理本部長

黒田　俊一 ㈱第一計器製作所 代表取締役社長

平泉  博史 ◇ 瀬川　里志 兵庫県中小企業団体中央会　専務理事

藤田　修平 虹技労働組合　書記長 津川　久志 ヤマトハカリユニオン　執行委員長

使
用
者

＊ 篠田　兼
㈱神戸製鋼所 人事労政部企画グ
ループ長

使
用
者

JAM山陽 書記長

◇ 小西  啓介 黒石　尚稔 JAM山陽 兵庫西地協担当オルガナイザー

＊ 高階　利徳 兵庫県立大学　国際商経学部　教授

労
働
者

＊ 川端　智之 日亜鋼業労働組合　組合長
労
働
者

◇ 岩﨑　和人

公
益

◇
◎

梅野　巨利 大阪商業大学総合経営学部  教授

◇
◎

桜間　裕章 ㈱神戸新聞社　元論説委員長
◇
＊
〇

千田　直毅 神戸学院大学　経営学部　教授

鉄
鋼
業

公
益

◇
〇

坂本　知可 神戸花くま法律事務所　弁護士

計
量
器
等
製
造
業

高階　利徳 兵庫県立大学　国際商経学部　教授

＊

◇ 𠮷川　和宏
山陽特殊製鋼㈱ 人事・労政部
プロスタッフ主査

◇ 松岡　直哉 兵庫県経営者協会 労働政策部長

金子　敏之 ㈱IHI　相生事業所　総務部長

廣利　芳樹 鈴木　健朗
使
用
者

佐々木　保 川上塗料㈱　総務部長
使
用
者

◇
＊

森田　直樹
日本労働組合総連合会　兵庫県連合会
副事務局長

多禰󠄀　貴之
川崎重工労働組合　兵庫支部
執行委員長

遠藤　義一 ナブテスコ労働組合 中央執行委員長

＊ 三浦　圭司 ◇ 小西  啓介
労
働
者

浦上　哲也 神東塗料労働組合　中央書記長

労
働
者

◇
〇

山口　隆英 兵庫県立大学　国際商経学部教授
◇
◎

山口　隆英 兵庫県立大学　国際商経学部教授

千田　直毅 神戸学院大学　経営学部　教授

◇
◎

坂本　知可 神戸花くま法律事務所　弁護士 三上　喜美男 ㈱神戸新聞社　論説顧問

松岡　直哉 兵庫県経営者協会 労働政策部長

塗
料
製
造
業

公
益

上林　憲雄 神戸大学　大学院 経営学研究科 教授

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

公
益

◇
＊
〇

榮永　悟 三相電機㈱　統括管理部長 

◇ 松岡　直哉 兵庫県経営者協会 労働政策部長 新山　正幸 三菱電機㈱神戸製作所　総務部長
使
用
者

◇ 倉本　信二
三ツ星ベルト㈱ 取締役常務執行役員
人事部部長

使
用
者

＊

◇ 𠮷川　和宏
山陽特殊製鋼㈱ 人事・労政部
プロスタッフ主査

◇

◇ 堀井　説也 電機連合兵庫地協　事務局長 ◇ 堀井　説也 電機連合兵庫地方協議会　事務局長

末道　辰也 ウシオ電機労働組合 執行委員長

◇ 小西  啓介 中島　洋
労
働
者

◇ 岩﨑　和人 JAM山陽 書記長
労
働
者

◇
◎

山口　隆英 兵庫県立大学　国際商経学部教授 三上　喜美男 ㈱神戸新聞社　論説顧問

梅野　巨利 大阪商業大学総合経営学部  教授

◇
○

桜間　裕章 ㈱神戸新聞社　元論説委員長
◇
＊
〇

千田　直毅 神戸学院大学　経営学部　教授

三ツ星ベルト㈱ 取締役常務執行役員
人事部部長

令和5年度専門部会委員一覧表

兵
庫
県

公
益

◇ 梅野　巨利 大阪商業大学総合経営学部  教授

電
子
部
品
等
製
造
業

公
益

◇
◎



資 料 目 次 

   

 

資料 Ｎｏ．１ ： 令和５年度 兵庫県の最低賃金答申・改定状況 

資料 Ｎｏ．２ ： 令和５年度 最低賃金審議経過一覧表 

資料 Ｎｏ．３ ： 兵庫県特定最低賃金の改正決定等に係る報告文・答申文（写） 

  

  

  

  

  

  

 



 改正後　
時間額 

(円)
（前年差）

1001

(+41)

1048

(+48)

1065

(+41)

1035

(+42）

1002

(+41）

1075

(+41）

1002

(+39)

部会採決の○は全会一致、●及び▲はそれぞれ使側委員及び労側委員反対　(◐  ◭    ：一部反対)

繊維工業 800 申出なし

各種商品小売業 797 申出なし

（12月1日）

自動車小売業 963
申出あり

改正必要性なし

10月12日 　 (10月26日)

（12月1日）

計量器等製造業 963 4.05% 11.80% 9月27日 ○ 有 － －

10月3日 － (10月18日) - - (11月1日)

　 (10月27日) （12月1日）

輸送用機械
器具製造業 1034 3.97% 7.37% 9月26日 ● 無

○ 有 － － 10月13日

10月10日 　 (10月24日) （12月1日）

電子部品等
製造業 961 4.27% 15.60% 9月28日

（12月1日）

はん用機械
器具等製造
業

993 4.23% 6.70% 9月25日 ○ 有 － －

－ － 10月12日 (10月26日)

(10月27日) （12月1日）

鉄鋼業 1024 4.00% 5.03% 9月27日 ○ 有

○ 有 － － 10月13日

有 8月23日 9月1日 10月1日

特
　
　
定
　
　
最
　
　
賃

塗料製造業 1000 4.80% 3.87% 9月28日

8月7日 ● 無 8月7日 ● 8月22日

異議申
出締切
日

異議
申出
状況

異議申
出に係
る答申
日

官報
公示日
（予定）

発効日
(予定）

地
域
別
最
賃

兵庫県最低賃金 960 4.27% 28.32%

令和5年度 兵庫県の最低賃金答申・改定状況

令和4年度
時間額 　  

(円)

改正
率(%)

影響
率(%)

専結日
部会
採決

６条５項
の適用

本審
本審
採決



R5.7.6 R5.7.7 R5.7.7 R5.7.6 R5.7.7 R5.7.7 R5.7.6

諮 問 年 月 日 ( 本 審 ） R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14

　　　　本　　　審 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14

答 申 年 月 日 （ 本 審 ） R5.8.23 R5.8.28 R5.8.21 R5.9.12 R5.8.24 R5.9.11 R5.10.3

R5.7.3 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14 R5.7.14

R5.7.19
R5.8.1
R5.8.2

R5.8.1
R5.8.2

R5.8.1
R5.8.2

R5.8.1
R5.8.2

R5.8.1
R5.8.2

R5.8.1
R5.8.2

R5.8.1
R5.8.2

梅野 上林 〇坂本 〇上林 ◎梅野 〇千田 ◎梅野 〇梅野

〇桜間 ◎坂本 ◎桜間 ◎桜間 〇千田 三上 〇千田 ◎坂本

◎山口 〇山口 高階 高階 三上 ◎山口 高階 三上

岩﨑 浦上 川端 岩﨑 末道 遠藤 岩﨑 篠崎

小西 三浦 小西 坂元 中島 小西 黒石 二宮

堀井 森田 藤田 林 堀井 多禰 津川 森田

倉本 佐々木 篠田 下岡 榮永 金子 黒田 東

松岡 廣利 平泉 東田 新山 鈴木 瀬川 今井

𠮷川 𠮷川 𠮷川 松下 松岡 松岡 苗村 倉本

R5.7.31 R5.8.23 R5.8.28 R5.8.21 R5.8.24 R5.8.24 R5.8.22 R5.8.22

R5.8.2 R5.9.15 R5.9.20 R5.9.20 R5.9.1 R5.9.11 R5.9.11 R5.8.31

R5.8.3 R5.9.28 R59.27 R5.9.25 R5.9.12 R5.9.14 R5.9.27 R5.9.5

R5.8.7 R5.9.28 R5.9.26

・・・金額審議

無 有 有 有 有 無 有 無

R5.8.7 R5.9.28 R5.9.27 R5.9.25 R5.9.28 R5.10.3 R5.9.27 R5.10.3

R5.10.1 R5.12.1 R5.12.1 R5.12.1 R5.12.1 R5.12.1 R5.12.1 －

令和5年度 最低賃金審議経過一覧表

項 目 兵 庫 県 塗 料 製 造 業 鉄 鋼 業
はん用機械器
具等製造業

電子部品
等製造業

輸 送 用 機 
械 器 具 製 

造 業

計量器等
製造業

自 動 車
小 売 業

申 出 書 受 理 日

改
正
の
必
要
性

改 正 諮 問 年 月 日

専 門 部 会 委 員 任 命 年 月 日

専
門
部
会
委
員

公 益 代 表

労 働 者 代 表

使 用 者 代 表

R5.7.14 R5.7.14

第 1 回 専 門 部 会

第 2 回 専 門 部 会

第 3 回 専 門 部 会

意見聴取実施年月日

R5..6.28
R.5.7. 4
R5.7.6

R5.7.14

発 効 日

◎は部会長、○は部会長代理

第 4 回 専 門 部 会

第 5 回 専 門 部 会

第 6 回 専 門 部 会

審議会令6条5項の適用

本審（答申）



 

 

令和５年９月 28日 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

会長 梅 野 巨 利 殿 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会 

部会長 坂 本 知 可 

 

 

 

兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 

当専門部会は、令和５年７月 14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された

兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙の

とおりの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員            労働者代表委員    使用者代表委員 

上 林 憲 雄     浦 上 哲 也    佐 々 木  保 

坂 本 知 可     三 浦 圭 司    廣 利 芳 樹 

山 口 隆 英     森 田 直 樹    𠮷 川 和 宏 

 

 

 

  

㊢ 



別 紙 

 

兵庫県塗料製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）塗料製造業 

（２）（１）に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 

（３）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）に掲 

げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 

ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルは

り、値札付け、検数若しくは選別の業務 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 １,０４８円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 



 

 

令和５年９月 28日 

 

兵庫労働局長 

   金 刺 義 行  殿 

  

                        兵庫地方最低賃金審議会 

                            会長 梅 野 巨 利 

 

 

 

兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 

 

当審議会は、令和５年７月 14 日付け兵労発基 0714 第１号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に

達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊢ 



 

別 紙 

 

 

 兵庫県塗料製造業最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

  前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）塗料製造業 

（２）（１）に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 

（３）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）に掲 

げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 

ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルは

り、値札付け、検数若しくは選別の業務 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間  １,０４８円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 

 



 

令和５年９月 27日 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

会長 梅 野 巨 利 殿 

 

                                    兵庫地方最低賃金審議会 

                                      兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会 

部会長 桜 間 裕 章 

 

 

兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

  当専門部会は、令和５年７月 14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された

兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとお

りの結論に達したので報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

   

    

   公益代表委員            労働者代表委員     使用者代表委員 

坂 本 知 可     川 端 智 之     篠 田   兼 

桜 間 裕 章     小 西 啓 介     平 泉 博 史 

高 階 利 徳     藤 田 修 平     𠮷 川 和 宏 
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別 紙 

 

 

兵庫県鉄鋼業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

  前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）鉄鋼業 

（２）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）に掲 

げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ 清掃、片付け又は賄いの業務 

      ロ 軽易な運搬の業務 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間 １,０６５円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和５年９月 27日 

 

兵庫労働局長 

   金 刺 義 行  殿 

  

                           兵庫地方最低賃金審議会 

                             会長 梅 野 巨 利 

 

  

 

兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 

当審議会は、令和５年７月 14 日付け兵労発基 0714 第１号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に

達したので答申する。 
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別 紙 

 

 

 兵庫県鉄鋼業最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

  前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）鉄鋼業 

（２）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）に掲 

げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ 清掃、片付け又は賄いの業務 

      ロ 軽易な運搬の業務 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間 １,０６５円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年９月 25日 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

   会長 梅 野 巨 利 殿 

 

                                    兵庫地方最低賃金審議会 

兵庫県はん用機械器具製造業、生産

用機械器具製造業、業務用機械器具

製造業最低賃金専門部会 

部会長 桜 間 裕 章 

 

 

 

兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、 

  業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 

当専門部会は、令和５年７月 14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された

兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低

賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達した

ので報告する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

  

   公益代表委員            労働者代表委員     使用者代表委員 

上 林 憲 雄     岩 﨑 和 人     下 岡   隆 

桜 間 裕 章     坂 元 隆 一     東 田 貴 敏 

高 階 利 徳     林  秀 彦     松 下 田 佳 子 
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兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具

製造業、業務用機械器具製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）はん用機械器具製造業 

（２）生産用機械器具製造業 

（３）業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器 

具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械 

器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、補助的

経済活動を行う事業所を除く。) 

（４）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）から 

（３）までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ  清掃、片付け又は賄いの業務 

      ロ  手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテ 

        ル貼り、値札付け、検数又は選別の業務 

      ハ  塗装におけるマスキングの業務 

      ニ  軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 

      ホ  材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務（これらの業務の

うち流れ作業の中で行う業務を除く。）   

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間 １,０３５円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

    令和５年 12月１日 

 

 



  

 

令和５年９月 25日 

 

兵庫労働局長 

金 刺 義 行  殿 

  

                            兵庫地方最低賃金審議会 

                              会長 梅 野 巨 利 

 

 

 

兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務 

用機械器具製造業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 

 

当審議会は、令和５年 7 月 14 日付け兵労発基 0714 第 1 号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に

達したので答申する。 
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別 紙 

 

 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最

低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）はん用機械器具製造業 

（２）生産用機械器具製造業 

（３）業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器 

具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械 

器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、補助的

経済活動を行う事業所を除く。) 

（４）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）から 

（３）までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ  清掃、片付け又は賄いの業務 

      ロ  手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテ 

        ル貼り、値札付け、検数又は選別の業務 

      ハ  塗装におけるマスキングの業務 

      ニ  軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 

      ホ  材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務（これらの業務の

うち流れ作業の中で行う業務を除く。）   

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間 １,０３５円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

    令和５年 12月１日 

 

 

 



 

令和５年９月 28日 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

   会長 梅 野 巨 利 殿 

兵庫地方最低賃金審議会 

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製

造業、電気機械器具製造業、情報通信機

械器具製造業最低賃金専門部会 

 部会長 梅 野 巨 利 

 

 

 

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、 

情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 

当専門部会は、令和５年 7月 14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械

器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり

の結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

    

   公益代表委員     労働者代表委員     使用者代表委員 

梅 野 巨 利     末 道 辰 也     榮 永   悟 

千 田 直 毅     中 島  洋     新 山 正 幸 

三 上 喜 美 男     堀 井 説 也     松 岡 直 哉 
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兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機

械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）電子部品・デバイス・電子回路製造業 

（２）電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当

該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。) 

（３）情報通信機械器具製造業 

（４）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）か

ら（３）までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者 

    イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 

    ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボー

ル盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械（卓上において行う

ものに限る。）を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品

の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取

り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検

数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務（こ

れらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。） 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間 １,００２円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

令和５年 12月１日                      

 

 



 

令和５年９月 28日 

 

兵庫労働局長 

   金 刺 義 行  殿 

  

                          兵庫地方最低賃金審議会 

                             会長 梅 野 巨 利 

 

  

 

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、 

情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 

 

当審議会は、令和５年７月 14 日付け兵労発基 0714 第１号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に

達したので答申する。 
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別 紙 

 

 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機

械器具製造業最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１)電子部品・デバイス・電子回路製造業 

（２)電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) 及び

当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。) 

（３)情報通信機械器具製造業 

（４)純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）から

（３）までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者 

    イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 

    ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボー

ル盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械（卓上において行う

ものに限る。）を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品

の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取

り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検

数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務（こ

れらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。） 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

  １時間 １,００２円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 

 



  

令和５年９月 26日 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

    会長 梅 野 巨 利 殿 

 

                                     兵庫地方最低賃金審議会 

                                      兵庫県輸送用機械器具製造業 

最低賃金専門部会 

部会長  山 口 隆 英 

 

 

 

兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 

当専門部会は、令和５年７月 14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された

兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた

結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

   

   公益代表委員            労働者代表委員     使用者代表委員 

千 田 直 毅     遠 藤 義 一     金 子 敏 之 

三 上 喜 美 男     小 西 啓 介     鈴 木 健 朗 

山 口 隆 英     多 禰 貴 之     松 岡 直 哉 
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兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

  前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）鉄道車両・同部分品製造業 

（２）船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

（３）航空機・同附属品製造業 

（４）産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 

（５）その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)  

（６）（１）から（５）までに掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う

事業所 

（７）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）か 

ら（５）までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ  清掃、片付け又は賄いの業務 

      ロ  塗装におけるマスキングの業務 

      ハ  軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 

      ニ  材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務（これらの業務の

うち流れ作業の中で行う業務を除く。） 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間 １,０７５円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

    令和５年 12月１日 

 

 

 

 



 

令和５年９月 27日 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

   会長 梅 野 巨 利 殿 

 

                                   兵庫地方最低賃金審議会 

                                   兵庫県計量器･測定器･分析機器･試験機･

測量機械器具製造業最低賃金専門部会 

                          部会長 梅 野 巨 利 

 

 

 

     兵庫県計量器･測定器･分析機器･試験機･測量機械器具製造業 

     最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 

当専門部会は、令和５年７月 14日兵庫地方最低賃金審議会において付託された

兵庫県計量器･測定器･分析機器･試験機･測量機械器具製造業最低賃金の改正決定

について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

   

   公益代表委員            労働者代表委員     使用者代表委員 

梅 野 巨 利     岩 﨑 和 人     黒 田 俊 一 

千 田 直 毅     黒 石 尚 稔     瀬 川 里 志 

高 階 利 徳     津 川 久 志     苗 村 康 夫 

 

 

 

 

 

  

㊢ 



別 紙 

 

兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

  前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造

業(理化学機械器具製造業を除く。) 

（２）（１）に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 

（３）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）に掲

げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ  清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 

      ロ  手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 １,００２円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 



 

 

令和５年９月 27日 

 

兵庫労働局長 

金 刺 義 行  殿 

  

                       兵庫地方最低賃金審議会 

                          会長 梅 野 巨 利 

 

 

     兵庫県計量器･測定器･分析機器･試験機･測量機械器具製造業 

     最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 

当審議会は、令和５年７月 14 日付け兵労発基 0714 第１号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に

達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊢ 



 

別 紙 

 

 

 兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金を次の

とおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

  兵庫県の区域 

２  適用する使用者 

  前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 

（１）計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造

業(理化学機械器具製造業を除く。) 

（２）（１）に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 

（３）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）に掲

げる産業に分類されるものに限る。） 

３ 適用する労働者 

  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18 歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者  

      イ  清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 

      ロ  手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 １,００２円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６  効力発生の日 

令和５年 12月１日 

 

 



 

令和５年９月５日 

 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

    会長 梅 野 巨 利 殿 

 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

兵庫県自動車小売業最低賃金専

門部会 

                        部会長 坂本 知可 

 

 

 

兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

 

 

当専門部会は、令和５年７月 14日、兵庫地方最低賃金審議会において付託

された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県自動車小売業最低賃金

の改正決定の必要性について、全会一致に至らず、必要性有りとの結論に達し

得なかったので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

 

 

記 

 

公益代表委員           労働者代表委員    使用者代表委員 

梅 野 巨 利    篠 崎   翔    東   健一郎 

坂 本 知 可    二 宮   惇    今 井 晋 生 

三 上 喜美男    森 田 直 樹    倉 本 信 二 
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